
災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書 

 

伊達市（以下「甲」という。）と株式会社アクティオ（以下「乙」という。）は、災害時に

おけるレンタル機材の供給に関し、次の通り協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合（以下「災害時」という。）

に、甲の要請に応じ、乙が保有するレンタル機材を提供することについて、必要な事項を

定めるものとする。 

 

（提供の要請） 

第２条 甲は、災害時においてレンタル機材を必要とするときは、乙に対し、乙の保有する

仮設トイレ、発電機、その他レンタル機材（以下「保有機材」という。）の優先的な提供

を要請するものとする。 

２ 前項の規定による要請は、協力要請書（様式第１号）をもって乙に要請するものとする。 

ただし、緊急を要するときは口頭または電話等で要請し、事後速やかに当該要請書を提

出するものとする。 

 

（提供等） 

第３条 乙は、前条の規定による要請を受けた時は、保有機材を甲に乙の可能な範囲で優先

的に提供するものとする。 

 

（引渡し） 

第４条 保有機材の提供に係る引渡場所は、甲が指定するものとし、甲は、当該引渡場所に

職員を派遣し、当該保有機材を確認の上、引渡を受けるものとする。 

２ 甲は、乙が物資を運搬する車両を優先車両として通行出来るよう配慮するものとする。 

３ 乙は、物資の引渡しが終了した後、速やかにレンタル機材供給報告書（様式第２号）に

より甲に報告するものとする。 

 

（費用の負担） 

第５条 甲は、保有機材の提供に係る費用を負担するものとし、当該費用は乙の通常価格に

より算出した額とする。 

 

（連絡責任者） 

第６条 この協定の円滑な実施を図るため、協定締結後速やかに連絡責任者を決定し、連絡

担当者等報告書（様式第３号）により報告するものとし、当該連絡担当者等に変更があっ

た場合は、遅滞なく当該報告書により報告するものとする。 



（情報交換） 

第７条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び保有機材の供給等についての情報交換を

行い、災害時に備えるものとする。 

 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定

するものとする。 

 

（有効期間） 

第９条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲または乙が文書をもって

協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。 

 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

 

令和３年７月１４日 

 

 

              甲   福島県伊達市保原町字舟橋 180番地 

伊達市 

伊達市長  須田 博行 

 

 

 

 

              乙   東京都中央区日本橋三丁目 12番 2号 

                  株式会社アクティオ 

代表取締役  小沼 直人 


